
「気になる年金記録、再確認キャンペーン」 

について 

「あなたの気になる年金記録、もう一度ご確認を」 
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１．年金記録問題について 
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年金記録問題とは 

 制度ごとに異なる番号で管理していた年金記録を、平成９年に基礎

年金番号に統合した際に、様々な理由で古い番号のままの年金記

録が約5,095万件統合されずに残っていることが判明したものです。 

 この他、コンピュータの年金記録が元の紙台帳等の記録から正確に

転記されていないケースなどが見つかったものです。 
 

＜未統合記録とは＞ 

 届書の入力誤り 

 事業主や本人の届出誤り 

 基礎年金番号の付番前に亡くなった受給者          

 基礎年金番号の付番前から海外に居住 

等の原因によって 
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どの基礎年金番号にも結びつ
いていない年金記録のことです 



年金記録問題 これまでの取り組み 

 「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」の 

送付による確認のお願い（平成19年12月～） 

 紙台帳等とコンピュータ記録の突き合わせ 

（平成22年10月～） 

 インターネットサービス「ねんきんネット」での 

年金加入記録照会機能の提供など 

（平成23年2月～）  
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未統合記録の統合作業の状況 

• これまでの取り組みの結果、約5,095万件の持ち主不
明の年金記録のうち、2,961万件の記録が解明されま
した。 
 

• しかし、いまだ2,134万件の持ち主が確認できない記
録が残っています。 
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解明された記録 
2,961万件 

持ち主不明の記録 
2,134万件 

約5,095万件 



きれいな図に差替えてください 

Ｐ 
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転職などによる複数手帳保有者 837件  36.1%  

旧姓名 719件  31.0%  

氏名（読み仮名）相違 476件  20.5%  

生年月日相違 217件  9.3% 

報酬相違 33件 1.4％ 

加入期間相違 16件 0.7％ 

総務大臣（第三者委員会）あっせん 15件 0.6％ 

年金事務所段階における回復基準 8件 0.3％ 

計 2,321件 

ねんきん特別便（※） 870件  37.5%  

年金相談 632件 27.2% 

受給者便 350件 15.1% 

黄色便 348件  15.0% 

グレー便 93件 4.0% 

第三者委員会あっせん 15件 0.7%  

紙台帳便 8件 0.3%  

定期便 5件 0.2% 

計 2,321件 

○ 平成 22年 4月 2日から平成 24年 3月 23日までに公表した「年金額回復の具体的事例（ 1,000事例）」（※）について、 
統合時における記録の状態やご本人の記録として判明した契機について分析を行った。 

 ※毎週の年金記録回復による年金額の増額上位10事例を集計したもの。 

① 記録の状態 ② 判明した契機 

※うち、名寄せ便を契機とする事例が355件(15.3%) 

年金記録回復の具体的事例の分析 
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統合済み記録と未統合記録の分析 

9 
※  平成18年6月時点で5,095万件存在していた未統合記録のうち、「平成24年６月までに基礎年金番号に統合済みの記録(1,647万件）」と「解明作業中又は 
なお解明を要する記録（2,240万件）」に関する傾向を比較 
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 年齢の低い者の記録の統合が 

進んでいる一方で、年齢の高い者

の記録がなお未統合となっている。 

加入期間による比較 

 加入期間の長い記録の統合は比較

的進んでいるが、短い記録はなお未

統合となっている。 

記録の開始時期による比較 

 新しい記録ほど統合が進んでおり、

古い記録がなお未統合となってい

る。 
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（参考）統合済み記録と未統合記録の分析 
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※  平成18年6月時点で5,095万件存在していた未統合記録のうち、「平成24年６月までに基礎年金番号に統合済みの記録(1,647万件）」と「解明作業中又は 
なお解明を要する記録（2,240万件）」に関する傾向を比較 

加入期間による比較 

記録の開始時期による比較 

（注）100歳以上の未統合記録は約139万件 
なお、日本の100歳以上の人口は約５万人 

（平成24年9月厚生労働省調査） 

年齢による比較 

40歳未満 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 

統合済み記録 570,520 2,819,141 3,511,228 6,432,746 2,046,228 813,481 160,549 118,549 

割合 3.5% 17.1% 21.3% 39.1% 12.4% 4.9% 1.0% 0.7% 

未統合記録 504,197 2,100,481 2,987,250 5,117,562 5,501,254 3,149,510 1,649,637 1,386,419 

割合 2.3% 9.4% 13.3% 22.9% 24.6% 14.1% 7.4% 6.2% 

１年未満 
１年以上 
５年未満 

５年以上 
１０年未満 

１０年以上 
２５年未満 

２５年以上 期間不明 

統合済み記録 5,185,765 6,041,356 2,132,498 856,346 868,336 1,388,141 

割合 31.5% 36.7% 12.9% 5.2% 5.3% 8.4% 

未統合記録 11,581,616 7,895,783 1,734,333 908,670 191,402 84,506 

割合 51.7% 35.3% 7.7% 4.1% 0.9% 0.4% 

昭和30年 
以前 

昭和 
30年代 

昭和 
40年代 

昭和 
50年代 

昭和60年 
以降 

年代 
不明 

統合済み記録 485,985 2,995,540 5,801,667 3,290,528 3,110,223 788,499 

割合 3.0% 18.2% 35.2% 20.0% 18.9% 4.8% 

未統合記録 1,745,513 7,727,926 6,929,738 3,085,734 2,847,872 59,527 

割合 7.8% 34.5% 30.9% 13.8% 12.7% 0.3% 



未統合となっている厚生年金記録の事業所の業種分析 
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※ 平成24年3月現在なお未統合となっている記録から厚生年金記録を無作為で10,000件抽出。そのうち現在なお適用事業所と 
なっている現存事業所について、業種別に分類し、業種別の未統合記録の発生割合等について、分析を行った。 

※ 10,000件のサンプルのうち事業所の記録数は13,412件 （現存事業所 :7,024件(52.4%)、全喪事業所 :6 ,388件（47.6%）） 

未統合記録数の多い業種 
 ①サービス業（1,476件： 21.0%） 

②小売業（698件： 9.9%） 

③商社（670件： 9.5%） 

  

業種 
未統合記録数 
( )は全数(7,024件)に 
対する割合 (A) 

昭和45年～平
成7年の業種ご
との平均就業
者比率 (B) 

未統合記録発
生の倍率
(A/B) 

サービス業 1,476  ( 21.0% ) 27.4%  0.8 倍  

小売業 698  ( 9.9% ) 11.4%  0.9 倍  

商社 670  ( 9.5% ) 6.8%  1.4 倍  

建設 522  ( 7.4% ) 9.3%  0.8 倍  

陸運 370  ( 5.3% ) 2.1%  2.5 倍  

その他製造業 317  ( 4.5% ) 3.6%  1.2 倍  

食品 301  ( 4.3% ) 2.2%  2.0 倍  

保険 292  ( 4.2% ) 1.1%  3.9 倍  

非鉄金属・金属製品 262  ( 3.7% ) 2.6%  1.4 倍  

不動産 253  ( 3.6% ) 0.9%  4.1 倍  

電気機器 216  ( 3.1% ) 3.2%  1.0 倍  

機械 199  ( 2.8% ) 2.0%  1.4 倍  

鉄道・バス 198  ( 2.8% ) 1.9%  1.5 倍  

自動車・自動車部品 169  ( 2.4% ) 1.3%  1.9 倍  

繊維 164  ( 2.3% ) 3.1%  0.7 倍  

倉庫・運輸関連 139  ( 2.0% ) 0.8%  2.6 倍  

パルプ・紙 84  ( 1.2% ) 0.6%  2.0 倍  

窯業 82  ( 1.2% ) 1.0%  1.1 倍  

化学工業 71  ( 1.0% ) 1.4%  0.7 倍  

鉄鋼業 67  ( 1.0% ) 0.8%  1.2 倍  

未統合記録発生割合の 
高い業種  

 ①不動産（4.1倍） 

②保険(3.9倍) 

③倉庫・運輸関連(2.6倍) 

 「業種別の未統合記録の比較（A）」を「昭和45年～平成7年の
業種ごとの平均就業者比率（B）」で除して業種別の未統合記
録発生割合を比較 

① 

② 

③ 
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記録が見つかったお客様の感想 

12 

（兵庫県Cさん、80歳） 

かなり以前から年金記録を探してもらっていたが、記録が見つかった。昔の書類で
見えにくかったり、抜けている書類があったり大変だったと思う。現場の方に本当にあ
りがとうと言っておいてほしい。 

（埼玉県Aさん、65歳） 

旧姓からいろいろと調べていただき感謝しております。月数など確かな記憶はなく、
わずかな期間なので、自分では申告しなくてもと考えておりましたが、お電話をいた
だき本当に驚きました。「他に加入していた期間はないか」と問われて「ありません」と
申し上げていたのに、それでも確認作業をして見つけていただけたのですね。主人と
二人、驚きと感謝でいっぱいになりました。 

（広島県Bさん、57歳） 

思えば、何か月も定職していなかった、と思う会社ばかりで、担当の方が丁寧に私
の職歴を掘り下げてくださったから、思い出すこともできました。昭和何年から？何か
月？会社名さえも忘れかけていたので、厚生年金に加入していたことも分からない状
態でした。本当に有難うございました。 



２．「気になる年金記録、再確認キャンペーン」 
について 
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キャンペーンの趣旨 

• これまでの取り組みでも、いまだ約2,134万件の年金記

録が未統合となっています。 

• こうした持ち主不明の年金記録は、本人しか知りえない

当時の状況が原因で持ち主が判明しない可能性があり

ます。 

• 年金記録を回復するには、ご本人から心当たりの事柄

について申し出ていただくことが必要です。 
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平成25年１月末より、「気になる年金記録、再確認キャ

ンペーン」として、「もれ」や「誤り」が気になる記録につい

ての再確認をお願いしていきます。 



キャンペーンの主な取組み内容 

I. 年金記録の「もれ」や「誤り」が気になる方への確認の 

呼びかけ 

II. 未統合記録の「ねんきんネット」による検索 

III. 生活でお困りの高齢者の方を対象とした年金記録の 

発見サポート   

等 
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Ⅰ．年金記録の「もれ」や「誤り」が気になる方への 
確認の呼びかけ 

① 全ての個人の皆様へのお知らせ 
 受給者や待機者、加入者全員に対して、 

個別にお知らせを送付します。（平成25年2月～） 

② ポスター・パンフレットによる記録確認の呼びかけ 

チェックポイント等を盛り込んだポスターの掲示や 
パンフレットを配布します。（平成25年1月～） 

③ ホームページでの紹介 

日本年金機構サイトに、 
キャンペーンの特設ページを開設します。（1月末開設） 
http://www.nenkin.go.jp/k-cam/ 
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http://www.nenkin.go.jp/k-cam/
http://www.nenkin.go.jp/k-cam/
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① 全ての個人の皆様へのお知らせ 

 年金受給者へのお知らせ 
「ねんきんネット」の「アクセスキー」を記載した 

「年金記録確認のお願い」を送ります。 

（平成25年２月～10月） 

 被保険者へのお知らせ 

 毎年の誕生月のハガキの「ねんきん定期便」と、 
節目年齢の封書の定期便にキャンペーンを案内します。 

 年金の請求を待っている待機者へのお知らせ 

 アクセスキーとキャンペーン内容の周知とともに、 

住民票コードのご確認をお願いします。 

（平成25年８月） 

 



② ポスター・パンフレットによる記録確認の呼びかけ 

ポスター パンフレット 
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記録のもれが多く発見されるパターン例 

 転職が多い 

若い頃に勤めていた記録が見つかった 

 （例）年額 ９８万円  ⇒  ２３４万円 

 姓（名字）が変わったことがある 

結婚前の旧姓の記録が見つかった 

 （例）年額 ４３万円 ⇒ １５４万円 

 色々な名前の読み方がある 

名前の読み方が間違って登録された記録が 
見つかった 

 （例）年額 ０万円  ⇒   １３７万円 

98 万円 

234 万円 

43 万円 

154 万円 

0 万円 

137 万円 

 以下の3つが、記録が見つかる人の実に約９割を占めています。 

（ポスター・パンフレットの内容から） 
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年金記録のチェックポイント 

 年金記録の中で、「未加入」となっている期間（※）は、要チェックです！ 

 

 以下の１１項目のいずれかに該当する場合は、記録の「もれ」や｢誤り｣がある可能
性が高くなります。 

 学生であったが、国民年金に加入していた 

 夫（妻）の扶養家族であったが国民年金に加入していた（昭和61年3月以前に限ります） 

 退職後、結婚し姓が変わった 

 いろいろな名前の読み方がある 

 事情があって本名とは違う名前で勤めていた 

 事情があって本来の生年月日とは違う生年月日で勤めていた 

 転職のたびに年金手帳が発行された（年金手帳を一つにまとめる手続きをしていないと記録が
もれている可能性があります） 

 同じ会社（グループ）内で転職や出向を繰り返していた 

 勤務先の会社が、その後、合併、社名変更、倒産した 

 試用期間中に退職した 

 保険の外交員、期間工などとして勤めていた 

※ 「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」には、共済組合員記録は含まれていないため、共済組合にご加入の 
場合でも「未加入」と表示されます。 

（パンフレットの内容から） 



 

 

厚生労働省・日本年金機構本部から協力依頼 

関係団体への協力依頼の状況 
（ポスターの掲示・パンフレットの配布） 
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(社)全国社会福祉協議会 

全国民生委員児童委員連合会 

(財)全国老人クラブ連合会 

日本介護支援専門員協会 

 

日本社会福祉士会 

日本介護福祉士会 

全国老人福祉施設協議会 

(財)全国母子寡婦福祉団体協議会 

 

(公財)日本障害者リハビリテーション協会 

(社)成年後見センター・リーガルサポート 

 

 
(社)全国年金受給者団体連合会 

全国社会保険労務士会連合会 

 
企業年金連合会 
国民年金基金連合会 

 
 
（財）厚生年金事業振興団 

 

日本経済団体連合会 

日本商工会議所 

全国商工会連合会 

全国中小企業団体中央会    

経済同友会 

日本労働組合総連合会（連合） 

全国シルバー人材センター事業協会 

（社）全国銀行協会 

 

日本郵便株式会社 

全国信用組合中央協会 

労働金庫協会 

全国農業協同組合中央会 

農林中央金庫 

全国信用金庫協会 

日本生活協同組合連合会 

（財）女性労働協会 

 

（社）日本雑誌協会 

スーパーマーケット協会 

（財）船員保険会 

全国知事会 

全国市長会 

全国町村会 

国立病院機構 

年 金 関 係 団 体 

福 祉 関 係 団 体 

そ の 他 関 係 団 体 

 
市区町村 

都道府県福祉事務所 

 
都道府県町村会 
商工会議所 
 

 
商工会 
その他の協力団体 

各地の年金事務所から協力依頼 
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③ 日本年金機構ホームページの特設ページの概要 

年金記録問題の概要などを記載。 

ねんきんネットのトップページへリン
ク。 

記録確認の方法、郵送される郵便物
の説明などを記載。 

事業所での周知のお願いについて記
載。 

国が保有する記録と厚生年金基金が
保有する記録の照合作業のご案内に
ついて記載。 

市区町村窓口で行っていただく「記録
発見支援事業」について記載。 

トップページから特設ページへの 
リンクをクリック 

年金記録問題について 

ねんきんネットについて 

事業主向け 

市区町村職員向け 

お客様向け 
遺族厚生年金の受給者向け 

（平成25年１月28日開設済） 



「ねんきんネット」とは 
平成２３年２月にスタートした、ご自宅で２４時間  
いつでも利用できるインターネットサービスです。 

［ご利用いただける機能］ 

 年金加入記録の照会 

 年金見込額の試算 

 電子版ねんきん定期便の確認 

年金の支払いに関する通知書の確認 

 持ち主不明記録の検索（平成25年１月末からの新サービス） 
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３．未統合記録の「ねんきんネット」による検索 



ご自身の年金加入記録を確認できるサービスです。 
記録は毎月更新されます。 

記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすいよう、年金に加入さ
れていない期間、標準報酬額の大きな変動など、確認が
必要な記録がわかりやすく表示されています。 

年金加入記録の照会 
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クリックすると、 
詳細を確認できます。 

（「ねんきんネット」の機能①） 



今後の働き方等を入力することで、将来受給する年金の 
見込額を試算できるサービスです。 

様々な条件で年金見込額を試算し、比較することができます。 

• 退職する場合 

• 受給を開始する年齢を変更する場合 

• 国民年金保険の追納・後納を行う場合など 

 
 

 

年金見込額の試算 
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試算条件入力画面の例 試算結果表示画面の例 

（「ねんきんネット」の機能②） 



電子版ねんきん定期便の確認 
年金の支払いに関する通知書の確認 

各種通知書を電子版として「ねんきんネット」の画面上で、
確認できます。また、必要に応じてPDFファイルとして 
パソコンに保存することができます。 

• 「ねんきん定期便」（加入者の方） 
年金記録は、毎月更新。 
全ての期間の年金記録が確認できます。 

• 「年金振込通知書」、「年金額改定通知書」など 
年金の支払いに関する各種通知書 
（受給者の方） 
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（「ねんきんネット」の機能③） 



平成25年１月31日から、新たに 

「持ち主不明記録の検索」サービスを開始します。 
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（「ねんきんネット」の新サービス） 



新サービス 「持ち主不明記録検索」の提供 

 持ち主が分からない年金加入記録について、 

「ねんきんネット」から、氏名・生年月日などによる検索を行える
サービスを開始します。 

28 

ご自宅など 

① 条件を入力して検索します。 

氏名、生年月日、性別 

•年金事務所 
•街角の年金相談センター 

④ ご本人の記録であるか、

確認いたしします。 

③ 年金事務所や、街角の年金

相談センターに、印刷した

検索情報を持参します。 

② 条件に一致した記録の有無が表示される 

ので、参考情報（※）を入力し、結果を印刷 

します。 

※厚生年金…当時のお勤め先名称を入力 

国民年金…当時の住所を入力 

（新サービスの活用①） 



氏名・生年月日・性別を入力し未統合記録を検索 
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① 「ねんきんネット」画面から 

「持ち主不明記録検索」を選択します。 

③ 入力した条件に一致した記録が見つかった

場合は、以下のメッセージが表示されますの

で、続けて年金事務所で確認の際に必要な

参考情報を入力します。（次ページへ） 

② お探しの方の氏名、生年月日、性別を入力

し、検索ボタンを押します。 

（新サービスの活用②） 



年金事務所に持参する参考情報を入力 

30 

④ 「企業等にお勤めの場」を選んだ時は、当時のお勤め先

の名称を入力のうえ検索します。検索結果から該当する

ものを選択し、さらにお勤めの年代を入力します。 

（中略） 

（中略） 

（中略） 

（新サービスの活用③） 
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（中略） 

（中略） 

年金事務所 
（街角の年金相談センター） 

⑥ ご本人の記録であるか 

確認いたしします。 

⑤ 参考情報を含めた検索結果を

印刷し、年金事務所や街角の

年金相談センターにお持ち 

いただきます。 

※印刷が困難な場合は、検索番号のメモを 
お持ちいただきます。 

 ⑦ご自宅に記録の調査

結果をお知らせしま

す。 

検索結果を持参して年金事務所に相談 

（新サービスの活用④） 



「ねんきんネット」ユーザID発行数の推移 
H25.7.27現在：約204万件 
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平成23年2月 
「ねんきんネット」 
スタート！ 
「年金記録の確認」 
開始 

平成25年1月 
「持ち主不明記録検索」
開始 

平成25年7月16日 
ユーザID発行数 
200万件突破！ 

平成23年10月 
「年金見込額試算」 
開始 

平成24年4月 
「電子版ねんきん定
期便」開始 

平成24年6月 
「電子版受給者通知」開
始 

平成24年8月 
「追納・後納可能月数と
金額の確認」 開始 

平成25年4月 
受給者向け「年金見込額 
試算」 開始 
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「ねんきんネット」ご利用登録の流れ 
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⑤受信したメールに記載のアド
レスで、ユーザIDを即時取得 

⑤’ 郵送されたユーザIDを取得 

いいえ はい 

アクセスキー*1を持っている？ 
 *1 「ねんきん定期便」などに記載の17桁の番号（有効期限は、３か月） 

① 日本年金機構のホームページ（http://www.nenkin.go.jp/） 

から「ねんきんネット」を選択 

② 「新規ご利用登録」をクリック 

③ 「ご利用登録（アクセスキーを
お持ちの方）」をクリック 

③’ 「ご利用登録（アクセスキーを
お持ちでない方）」をクリック 

（５日程度） 

④’ 基礎年金番号、住所など
を入力して申込み 

① 

② 

③ ③’ 

④ ④’ 

④アクセスキー、基礎年金番号、
メールアドレスなどを入力して
申込み 

ユーザID 
確認用URL 

ユーザIDの
お知らせ 

（５日程度） 



４．生活でお困りの高齢者の方を対象とした 
年金記録の発見サポート 

① 市区町村窓口での発見サポート 

統合が進んでいない高齢者の方を対象に、市区町村の協力を得て、 

「ねんきんネット」を活用した年金記録発見の支援を行います。 

 

② 福祉施設の生活相談員やケアマネージャーのサポート 

高齢者のケアに日常携わる方々にキャンペーンを周知し、 

サポートが必要な高齢者への記録の確認を呼びかけます。 
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① 市区町村窓口での発見サポート 

 生活保護相談窓口などに相談に来た高齢者に対し、市区町村の

担当者が「ねんきんネット」による記録確認から、年金事務所への

「記録照会票」の提出までをお手伝いします。 

（平成25年７月末現在、627市区町村が「ねんきんネット」による住民へ

の年金記録交付業務を実施） 
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生活保護担当窓口 
生活福祉資金担当窓口など 国民年金担当窓口 

①ご案内 

相談に訪れた
高齢者の方に
本事業をご案
内 

②申込み 

相談者が申込
書を記入 
 

③記録の印字 

「ねんきんネッ
ト」により年金
記録を印刷 

 
 

④記録の確認 

相談窓口担当
者がご本人と
一緒に年金記
録を確認。 

⑤記録照会票
の作成支援 

記憶と相違す
る記録があっ
た場合、記録
照会票の作成
をお手伝い 



ご自宅など 
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② 福祉施設の生活相談員やケアマネージャーのサポート 

 高齢者でサポートが必要な場合（軽度の認知症、入院中、その他御自身で

年金記録を確認することができない場合など）は、高齢者が依頼・指示を

行い、ご家族や職員の方が 「ねんきんネット」で持ち主不明の年金記録

を検索できることをお伝えいただきます。 
 

 「ねんきんネット」による持ち主不明記録の検索の流れ 

①依頼を受け
たら家族や職
員のユーザID

で「ねんきん
ネット」にログ
イン 

②メニューか
ら、「ご自身の
代わりに、依
頼を受けた方
がお探しにな
る」を選択 

③本人から依
頼を受けた氏
名の読み方や
生年月日など
を入力して、
検索 
 

④一致する記
録が「有る」と
表示されたか
「無い」と表示
されたかを、
本人に連絡 

⑤「有る」の場
合は年金事務
所に相談 

本人が難しい
場合は委任状
を受けた方が
代わりに相談 

・ 



「気になる年金記録、再確認キャンペーン」における年金記録回復の具体的事例 

 

 

「年金記録確認のお願い」（ハガキ）を持参された例 

  東北地方在住、85歳女性。自宅に届いたハガキを見て年金事務所に相談。昭和 19年～30年の会社勤務の加入

期間 142 ヶ月が、旧姓で記録されていることが見つかり、現在受給中の老齢厚生年金約 44 万円が約 135 万円に

増加した。 

 

 

「ねんきんネット」で未統合記録があるとして来所された例 

  北海道在住、75 歳男性。以前、戸籍の生年月日と親から言われていた生年月日が違っていたことを思い出し、

「ねんきんネット」で検索したところ、該当すると思われる加入記録があると表示されたため、年金事務所に相

談。昭和 29年～31 年にかけて、2 ヶ所の商店での加入期間（合計 19ヶ月）が見つかり、現在受給中の老齢厚生

年金約 97万円が約 104万円に増加した。 

 

 

受給者に依頼された家族が窓口に来所された例 

  東北地方在住、79 歳女性。自宅に「年金記録確認のお願い」ハガキが届き、同居している長男に以前会社に

勤めたことがあることを伝え、長男が年金事務所に相談。昭和 25年 4月～昭和 25年 8月の 4ヶ月間、地元の会

社での加入期間が見つかり、現在受給中の老齢基礎年金に厚生年金加入期間分、約 15,000 円が増加して支給さ

れることとなった。 

事例１ 

事例２ 

事例３ 
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